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危機管理防災部災害対策課 災害対策担当 
直通 048-830-8261 

代表 048-824-2111 内線 8261 
E-mail: a8170-04@pref.saitama.lg.jp 

千葉県北西部を震源とする地震による被害状況について（第４報） 
（これは速報であり、数値等は今後も変わることがあります。） 

 

令和３年１０月８日１７時現在 

アンダーラインは前回からの変更箇所 

 
 
概 況 

  令和３年１０月７日２２時４１分頃、千葉県北西部を震源とするマグニチュード 

 ５．９と推定される地震が発生。県内の最大震度は、川口市及び宮代町で震度５強となっ 

 ています。 

  令和３年１０月８日１７時現在で把握している状況は、次のとおりです。 

   

 ＜生命に関する情報＞ 

  ・避難所等 川口市 ８９箇所（閉鎖済） 

  

 ＜生活に関する情報＞ 

  ・電力 被害情報なし 

  ・ガス 被害情報なし 

  ・水道 漏水等（５件） 

 ・鉄道 地震の影響により一部運休・遅延 

  ・道路 被害情報なし 

 

 ＜被害の概要＞ 

  ・人的被害  

   ・重傷 ３名（川口市２名、富士見市１名） 

   ・軽傷 １０名（さいたま市３名、川口市５名、蕨市１名、三郷市１名） 

  ・住家被害 なし 

 

 ＜県の対応＞ 

  ・１０月７日２２時４１分 災害即応室を設置 

  ・１０月８日１４時００分 災害即応室から情報連絡室に移行 

  ・１０月８日１７時００分 情報連絡室を閉鎖 

   

 

 

１ 生命に関する情報 

（１）避難所等の開設 

・避難所  川口市 ８９箇所（閉鎖済） 

・避難者数 川口市 ０人 

 

２ 生活に関する情報 

（１）ライフライン  

  ○ 電力 被害情報なし  

  ○ ガス 被害情報なし  

  ○ 通信 被害情報なし 
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  ○ 水道 川口市東本郷地内において漏水（本日復旧予定） 

       川口市桜町地内において漏水（本日復旧予定） 

       三郷市茂田井地内において漏水（復旧済み） 

       三郷市上彦名地内において漏水（本日復旧予定） 

       三郷市駒形地内において漏水（本日復旧予定） 

 

（２）鉄道  

 ○ JR東日本：運転再開 

    ・湘南新宿ライン全線 ➢１４時運転再開 

 

（３）道路  

 ・国管理道路 通行止め情報なし 

 ・県管理道路 通行止め情報なし 

 ・市管理道路 幸手市惣新田 橋りょうに亀裂が生じたため通行止め（復旧未定） 

        川口市芝 道路通行止め（解消） 

 ・その他   通行止め情報なし 

 

（４）医療施設 

  川口市緊急夜間診療所給湯器水漏れ（解消） 

 

３ 被害の概要 

（１）人的被害 

  ・重傷 ３名（川口市２名、富士見市１名） 

  ・軽傷 １０名（さいたま市３名、川口市５名、蕨市１名、三郷市１名） 

 

（２）住家被害 

  被害情報なし 

 

（３）火災発生状況 

  被害情報なし 

  

（４）河川・堤防、ダムの被害状況 

  被害情報なし 

 

（５）土砂災害 

  被害情報なし 

 

（６）農林業関係 

  被害情報なし 

 

（７）商工業被害  

  被害情報なし 

 

（８）県管理施設の被害状況  

  ・川口ＳＫＩＰシティ（Ａ２棟） 
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   ２階通路で外壁材が剥離、建物と建物を繋ぐエキスパンション部にズレの発生 

  ・川口特別支援学校 

    外階段の壁面表面に剥離が生じている。 

 

（９）市町村の体制 

［廃止］ 

 さいたま市、川越市、川口市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、 

 上尾市、草加市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、 

 八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、 

 ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、川島町、吉見町、宮代町、杉戸町 

 

（10）その他 

  情報なし 

 

４ 救助活動の状況 

  なし 

 

５ 地震の概要 

  ・発生日時：令和３年１０月７日（木） ２２時４１分頃 

  ・震源及び規模：千葉県北西部 マグニチュード５．９と推定 

  ・震度５強：川口市、宮代町 

   震度５弱：さいたま市、加須市、鴻巣市、草加市、蕨市、久喜市、八潮市、三郷市、 

        幸手市、吉川市 

   震度４ ：熊谷市、所沢市、春日部市、狭山市、羽生市、上尾市、越谷市、戸田市、 

        入間市、朝霞市、和光市、新座市、桶川市、富士見市、蓮田市、白岡市、 

        伊奈町、川島町、吉見町、杉戸町、松伏町 

 

６ 県の対応 

  ・１０月７日２２時４１分 警戒体制を施行し、災害即応室を設置 

  ・１０月８日１４時００分 災害即応室から情報連絡室に移行 

  ・１０月８日１７時００分 情報連絡室を閉鎖 

 


